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花島 伸行氏　それでは、
第３分科会を始めさせて
いただきます。

皆さんのお手元のプロ
グラム、先ほど御案内が
ありましたが、資料とし
てご覧いただくのは 40
ページ以下のところに私の資料と、それから 43 ペー

ジ以下に小林さんの資料がありますが、適宜その都
度アナウンスさせていただきますので、よろしくお
願いいたします。

まず冒頭、この分科会を持ちます趣旨について、
簡単に私のほうからお話をさせていただこうと思い
ます。

昨年８月に政府のほうから、「新しい社会的養育
ビジョン」というものが示されたことは、今日お集
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まりの方も御存じかと思います。社会的養護の課題
など改革をどのように進めるか、あるいは目標の年
限を切って、具体的に改革を進めるということが盛
り込まれて話題を呼んでおります。

例えば３歳未満の子どもについては５年以内、そ
れから学校に上がる前の子どもは大体７年以内に里
親さんへの委託率を 75％にするということが突然
数字で示されたわけです。ですので、このこと一つ
とっても、児童福祉の現場あるいは乳児院その他の
児童福祉の関係団体などでは、中身についてもそう
ですし、そういう工程表で進むということが本当に
どうなのだろうかということも含めて、活発な検討
をされ、意見表明をなさっている団体もございます。

今日は、社会的養護の中で里親のところにスポッ
トを当ててお話をしたいと思うわけですが、このビ
ジョンでも、今後ますます重要な役割が里親さんに
期待をされています。では、一体その里親委託の制
度というのは、現状がどうなっているのかというこ
と。それから、その制度を担う里親さんに対する支
援の在り方、ここは抽象的にはいろいろ言われては
いるのですが、生の声を今日教えていただくことに
よって、これからの制度にどうつなげていったらい
いか。さらには、里親委託のところから自立をして
いく子どもたちに対するケア、自立するまでのリー
ビングケアと自立した後のアフターケアにどのよう
に関わるべきかというようなことについて、現場の
生の声をお聞きしたいというのが、今回の分科会の
狙いでございます。

ここで皆さんのプログラムの 42 ページの図をご
覧いただけますでしょうか。今、社会的養護におけ
る子どもの側から見た流れという例を一つ書いてみ
ました。いろいろなプロセスがある中で、この例は、
生まれた子どもが実親さんによる養育を受けて、そ
の後、何らかの事情で親子分離がなされて、一時保
護所を経て、その後、年齢が低ければ乳児院に入所
措置がされて、その乳児院に行ったお子さんの中で、
いろいろな条件がそろうと里親委託という形で委託
先が変わって、里親による養育を経て、一番下の矢
印、一番左が家庭復帰で実親さんのもとに戻るか、
それとも実親さん以外の方と養子縁組をして法律上
の親子になるか、あるいはこの一番右側の③と書い
たところは 18 歳、措置延長ももちろんありますけ
れども、建前としては 18 歳になると自立をするか

と、大きくこういう流れをたどるわけです。
実は今日御参加いただいたパネリストの皆さん

が、この図のどこに位置づくかということを最初に
確認をさせていただきたいと思うのですが、この図
の中で①、②、③と番号を振ったところの流れに沿っ
て、今日はお話をしていただく予定です。

①の部分は、里親委託の段階です。つまり乳児院
による養育を受けているお子さんを里親による養育
に移行する間をどう取り持っているかという部分に
ついては、実際に乳児院の職員として活躍されてい
る地主さんからお話をいただきたいと考えています。

そして里親に委託された後、現役の養育里親とし
て養育をなさっている村上さんには、まさにこの②
の里親による養育の部分を語っていただきたいと思
います。

その里親による養育をバックアップ、後方支援の
形で支援していらっしゃる活動に焦点を当てて卜蔵
さんに里親支援の在り方とか実態についてお話をい
ただき、最後小林さんには、里親のもとから自立を
していく、あるいはしていった子どもたちのアフ
ターケアの事業に取り組んでいらっしゃる立場か
ら、現状と課題について語っていただくと、そうい
う流れにスポットを当てて、今日はお話をいただこ
うと思っているところです。

皆さんこの図を見ていただいて、矢印が一番下の
ところ３本出ていますが、もともと里親委託される
段階で、どういう狙い、目的でお子さんが里親に委
託されるかということについては、実は厚生労働省
のほうで何回か統計をとった経緯があるのですが、
一番下の四角は３つ、家庭復帰か養子縁組か自立か
という、３つのどれかに流れる子が圧倒的に多いわ
けですが、どれを念頭において里親委託されると皆
さん思いますか。

実際の統計では、③の自立なのです。里親さんの
ところから自立させる、その間の養育、18 歳まで
の養育をお願いする目的を持って里親委託をしたと
いうように、統計上出てくるケースが過半数を占め
ている。なぜかと考えれば、左の家庭復帰の見込み
がなかなかに難しい、あるいは全く不可能という
ケースは、やはり里親さんに委託をして、そこで社
会的養護での養育をお願いするということに、どう
してもつながっているわけです。

ということは、里親委託をする期間は、どうして



72

第３分科会

も長期化します。18 歳までに家に戻るのではなく
て、里親さんのご家庭から直接自立、独立をすると
いう意味では、預かる期間というのはどうしても長
期化します。実際に長期化するということが良いか
悪いかということについては、アメリカの法制度で
は、なるべくその期間を短くして、養子縁組できる
かどうかの努力を、里親にお願いしている期間に一
生懸命行って養子縁組につなげるという法律が実際
にあるわけですが、日本の場合は、実親さんと里親
さんが両方並立してずっと進んでいきます。でもそ
の結果、家庭復帰が難しいので、里親委託の期間が
結果的に長くなるということが見てとれます。だか
らこその里親さんの御苦労だとか、支援の必要性と
いうところにスポットを当てて、今日はお話をお聞
きしたい。

駆け足で趣旨の説明をさせていただきましたが、
ここからはたっぷりとパネリストの皆さんのお話を
聞いていきたいと思います。

まず、先ほどの流れ図の順々に、最初は地主さん
のほうからお話をお聞きしたいと思います。乳児院
の職員として年齢の低い被措置児童の養育に関わり
ながら、里親委託とか里親支援に関わっているお立
場から、今日は発言をお願いしたわけです。

まず、地主さんが勤めていらっしゃる乳児院の特
徴とか、そこでのやりとりについて、ざっと紹介し
ていただいてよろしいですか。

地主 和宏氏　御紹介い
ただきました丘の家乳幼
児ホームの地主と申しま
す。今日はよろしくお願
いいたします。

今、花島先生からも話
がありましたが、全国に
乳児院が 137、8 あるかと思うのですが、その中で、
うちでやっている乳児院の養育についてと、あとは
乳児院での子どもたちの生活について、その辺をさ
らっと御紹介をしたいと思います。

うちの乳児院、乳幼児ホームでは、担当養育制と
いうものをとっています。これというのは、お子さ
んが児童相談所を通して乳幼児ホームに入所する
と、そのお子さんに職員、大人を１人付けます。そ
の職員は、乳児院にいる間は代わらない。一貫して

その子の担当を受け持つというものです。
その担当の職員を決めて、主にその職員との間に

しっかりとした関係を作っていく。いわゆる愛着関
係というところが主になっていくと思うのですが、
そうした関係を作っていくということになります。

お子さんの中にも、家庭での関わりが不十分とい
いますか、生活環境が決していいとは言えないお子
さんは少なくありません。乳児院職員との関係を築
いていくことで、その施設の中でも、そこが安全で
あるということや、うちの職員のことは子どもたち
に「ちゃーちゃん」と呼ばせているのですが、この
ちゃーちゃんは安心だな、大好きだなと思えるよう
な関係が作っていければいいと思っています。それ
を子どもたちが感じるような生活を送ることが大事
なのかなと考えています。

乳児院は、昔だと大体２歳、３歳前にはお家に帰
らなければ児童養護施設へという流れがあったので
すが、現在は、乳児院でも大分措置の年齢が上がっ
てきていることもあります。ということは、担当の
職員もずっと長い間関わるというわけで、その担当
職員との関係は深くなっていく、強くなっていくと
いうことが言えるかと思います。

一つ御紹介しておきたいのですが、最近、施設の
ほうでも小規模ケアということで、だんだん大舎で
はなくて小さいグループで、小さい単位で生活をし
ましょうということで、うちでも取り組んでまいり
ました。平成 21 年から、一番最初に立ち上げた小
規模グループケア、そのホームの名前が「こあらの
家」と動物の名前がついているのですが、そちらで
は、できるだけ「こあらの家」で子どもたちの行き
先、方向性が出せるようにと考えています。今、制
度上は６歳まで乳児院に置くことができます。通常
であれば、３歳ぐらいで方向性が出なければ、その
上の施設ということにはなりますが、その「こあら
の家」の取組としては、６歳まで置いて、できる限
り生活の場を変えずに子どもたちの方向性が出るよ
うにということで取り組んでいました。

私も最初の５年間、そこで携わらせていただいた
のですが、そういった取組もしていることを御紹介
したいと思っています。

次に、乳児院での子どもたちの生活を簡単に御紹
介したいと思います。

施設ですので、やはり家庭と違うところが出てき
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ます。その中で、子どもにとっては影響が大きいと
思うところは、大人の顔が変わることですね、１日
の間でも。例えば午前と午後の職員が変わる。担当
の職員が午前中はいたとしても、お昼寝が終わると
その職員がいなくなってしまうというような状況が
ある。あとは、これも大きいですが、夜一緒に寝た
職員が朝起きるといなくて、別の職員が対応すると
いうことも起きています。我々も仕事ということで
８時間労働という縛りの中でやっているので、この
辺はなかなか手のつけられないところだと思ってい
ます。

食事に関して言いますと、通常であれば台所でお
父さん、お母さんが作るという風景があるかと思う
のですが、施設ですので、調理室で全体の食事を作っ
ています。それが食缶というものに分けられて配膳
されます。現在では、お家であればこういうきれい
なお皿に盛って、あたたかいものはあたたかいまま
出るのではないかということで、レンジで温めたり、
みそ汁を温め直したりはできるのですが、なかなか
食事を作る場面が見られないなど、そういう感覚が
施設で生活をしていると持てないという現状があり
ます。

生活の空間については、基本的にお預かりしてい
るお子さんですので、事故やけが、特にやけどなど、
十分配慮しなければなりません。そのために、でき
るだけ危険のない生活空間になっていきますね。今、
特に大きい子どもたちの生活している空間では、手
の届く場所には余り危険なものはないです。一般の
家庭でも、はさみとかカッターなど危険なものを置
かないように、恐らく気を付けるかと思うのですが、
施設では棚もないなど、手の届くところに余り物が
ないという現状があります。

できる限り家庭に近い環境でということで、職員
も工夫しながら、これはできるよね、あれはできる
かなということで取り組んではいるのですが、それ
が今の乳幼児ホームの現状といえます。

花島氏　ありがとうございます。
今、乳児院の生活の様子、少しイメージしていた

だけたかと思うので、今日の話のテーマに早速入っ
ていきたいのですが、乳児院で養育を受けていた子
どもが里親委託につながる場面において、地主さん
がどのように配慮や工夫をなさっているかというこ

とについて、具体的に聞いていきたいと思います。
今、お話のあった愛着をいろいろな工夫をしなが

ら作っているお子さん、１歳、２歳のお子さんが里
親に委託されるときはどのような様子なのか、今、
５歳、６歳までいるというお話もありましたから、
物心つけばなおさらだと思うのですが、まずお子さ
んを預かる施設として、お子さんの目線への配慮と
して、どのようなことを考えているか御紹介いただ
けますか。

地主氏　今、子どもへの配慮ということでお話があ
ったのですが、里親委託につながるお子さんへの配
慮もあるのですが、そのほかの家族の面会がある場
合の様子も、少しだけお伝えしたいと思います。お
子さんの家族の面会については、基本的にはそれぞ
れのホームの中でしてもらいます。もちろん部屋を
分けてということはするのですが、玄関があって、
そこから家族が「誰々ちゃんのパパ、ママ」という
ことで入ってきて、その一室に通して面会をするの
ですが、里親委託になるケースのお子さんは、やは
り家族の面会が極端に少ないですね。

片言しゃべるぐらいだとまだ理解できるかできな
いかというところですが、少し大きくなって２つ、
３つぐらいのお子さんになるとそうした場面を見な
がら、「僕のママは」とか、「私のママは」というよ
うな言葉を発するようになります。そうした現状を
踏まえて、委託に向けたお子さんへの配慮というこ
とをお話したいと思います。

花島氏　まさに今、おっしゃったように、まだ自分
の気持ちを言葉にできない年頃の子どもの将来につ
いて、施設の職員として、どんな気持ちで実際に子
どもの気持ちを代弁なさるのでしょうか。

地主氏　そうですね。決してうそはついてはいけな
いと思いますね。ママは元気でいるよとか、事実で
はないことは伝えてはいけないとは思っています。
多くは病気であったり、メンタル面の病気であった
り、お家が生活できる状態でないようなケースもあ
りますし、「一生懸命仕事で頑張っているからね」
とか、そういったうそのない部分、子どもに伝えら
れる部分を伝えていくというところが現状かと思い
ます。
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花島氏　それは実親の状態に関する情報をどう伝え
るかという配慮の話ですね。

地主氏　そうです。

花島氏　それと、里親候補者とマッチングしていく
ことについての、お子さんの気持ちの代弁というの
は、何か別の工夫はありますか。

地主氏　里親さんに子どもを委託するまでの間に、
マッチングということがあります。これは施設のほ
うで主に交流するかと思うのですが、それについて
の配慮を少しお話ししたいと思います。これも月年
齢によって違いがあります。小さい赤ちゃんであれ
ば、中心になるのが大人の側の育児のスキルといい
ますか、ミルクを作ることや、ミルクの与え方、お
むつの替え方、どうして泣いているかが分かるとい
うことなど、赤ちゃんに対するスキルを身に付けて
もらうことが中心になっていくと思います。

そうした赤ちゃんに対する配慮であれば、例えば
風邪を引いているから面会の時間を少し短めにした
り、健康状態が少しよくないので、面会を避けても
らったりというところはあるかと思うのですが、基
本的に赤ちゃんについては、こうした感じで交流を
しています。

あとは、先ほども申しました担当職員ですが、そ
の担当との関係ができたお子さんについては、交流
の仕方に少し配慮が必要になってくるかと思いま
す。第一には、そのお子さんの生活している空間、
慣れた空間で交流をしてもらうというのが大事にな
るのかと思います。急に外に連れ出して、ここで交
流しましょうということは、うちの乳児院では避け
ています。お家の中に入ってもらって交流をすると
いうことが大切と思っています。

初回の顔合わせは、最初から「誰々ちゃんのとこ
ろに来たんだよ」ということは伝えずに、「このお
家見たいんだって。お客さん来るからね」というこ
とで、子どもたちに名前も伝えてお家の中に入って
もらうということがあります。

その後は、「この間来た誰々さん覚えてる」と話
をして、また遊びに来たいと思っていると子どもに
伝えます。その次には「誰々ちゃんに会いに来たい
んだって」と伝えて、徐々に徐々に進めていくこと

が大事かなと思っています。最初から誰々ちゃんを
目指して遊びに来てもらうのですが、今度は里親さ
んのほうからは「また来るからね」と伝えてもらう。
次につなげてもらうということが大事かなと思いま
す。あとは、いらしてくれた里親さんの呼び方など
も、少し気を付けなくてはいけないなと思いますね。

里親委託の方向が出るまでに、実の親御さんが面
会に来るケースもあります。パパ、ママというのを
認識しているお子さんもいますね。そういった場合
には、委託に向けた交流をしている里親さんを何と
呼ぼうかという配慮が必要になってくるかと思いま
す。私たちのところであれば、パパ、ママはあくま
で実の親御さんのことであって、交流を始める里親
さんについてはできるだけパパ、ママとは呼ばずに
別の呼び方を選択するように、里親さんとも相談し
ながら進めています。

面会交流が進んでいくと外出とか外泊とか、工程
が上がっていくかと思うのですが、そうしたことも
子どもにその都度伝えながら、「次はどういうこと
があるんだ」、「どういうことが起きるんだよ」とい
うことを見通しのつくように伝えながら進めていく
のが大事かなと思っています。

花島氏　そこからどのように委託につながっていく
かということ、そのマッチングを通じて、もう既に
委託先の里親さんと関わりを持たれるわけですよ
ね。そのあたりのことも御紹介いただけますか。

地主氏　どんどん関わりを持ってもらって、関係が
できていって、さあ今度は里親さんのお家へという
ことで、外泊もだんだん長くなっていくのですが、
お家に行くときの「動機付け」と我々は言っている
のですが、そういったところも大事になります。「大
事な話があるんだよ」と口頭で話をすることもあり
ますし、里親さんも同席してもらって、里親さんか
ら伝えてもらうということもあります。年齢によっ
ては紙しばい的なものを作って、目で見て理解しや
すいような方法を使って、「乳児院に来たけれども、
一生懸命遊んでもらって大好きになったから、お家
に行くんだよ」というような視覚から理解できるよ
うな方法をとる場合もあります。これも配慮という
ところでは大きいかと思います。

子どもにとっては交流や外泊が始まると里親さん
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のお宅での時間の経過があるし、帰ってきて施設で
の時間の経過もありますが、里親さんの家であった
ことを、我々職員と里親さんとでやりとりをします。
施設の生活の中でも、こういうことがあったんだよ
ということを里親さんに伝えていく。そうすると、
その子のことをみんなが分かっているのです。どう
いうことをして、どういうことがあったのか。どう
いうことを伝えたのか、どういうお話をしたのかと
いうことなども伝えておくと、子どもにとっても自
分のことを分かってくれる大人がいる、ちゃーちゃ
んとこの里親さんはとても仲よしだというように伝
わり、とても安心して交流につなげることができる、
委託につなげることができるかなと考えて大事にし
ているところです。

花島氏　ありがとうございます。
それは１歳児ぐらいでも、やはり丁寧にお話しす

ることで共有するということは十分にできるし、ま
たそれを心掛けていらっしゃるということですね。
ありがとうございます。

地主さんの立場では里親委託をすると関わりは終
わりになるのか、その後の関わりもあるのかという
部分はどうでしょうか。

地主氏　その後は、主に児童相談所の職員の方と一
緒なのですが、基本的には家庭訪問が大事になって
くると思います。私は電話よりも、やはり顔と顔で
会って話をしたいという思いもありまして、できる
限り児童相談所で家庭訪問を計画したときは、私も
一緒に行きたいということをお願いしまして、同行
することが多いです。基本的には家庭訪問かなと思
っています。

花島氏　今日御紹介いただいた乳児院の中での愛着
の形成、まず最初の乳児院の措置の中で、場合によ
っては５歳、６歳まで、どう愛着を形成するかとい
うお話と、その後里親委託につながると、今度は愛
着の対象が当然ですけれども変わっていく、移って
いくわけですよね。今まで積み上げてきたものを次
にバトンタッチすることの思いというのが多分ある
のだろうと思うのですが、どのような思いでやって
いらっしゃいますか。

地主氏　ちょっと格好つけたような言い方をすれ
ば、「子どものために」ということです。我々も子
どもと愛着を築いて、それをつなげるとういう働き
掛けをしますが、我々も人間なので、情が移るとこ
ろはありますが、でも基本的には子どものためにと
いうところは大事にしています。あとは、できるこ
となら子どもが乳児院で生活していた時間や、そう
いった経過も大事にしてもらいたいなと思っていま
す。写真などを準備して、乳児院での生活の様子を
アルバムにしてお渡しすることもありますし、もし
よろしければ乳児院に遊びにきてもらうということ
をお願いしたりもします。そういう意味では、つな
がっていたいなという気持ちは、施設職員のほうで
も、子どもにとっても、それは大事なのかなと。す
っぱり切るというよりも、つなげていくということ
が大事なのかなという感じはします。

花島氏　逆にお子さんによっては、やはり１回でき
た愛着から離れることに対する、子どもなりの寂し
さだとかつらさだとかという思いが実際に経験され
ることもあると思うのですが、その部分に対しては、
どのようにお考えですか。

地主氏　そうですね、子どもには、一度家庭から離
れる、親御さんから切られるという経験があります
よね。それで施設に来て、大好きなちゃーちゃんと
関係を築いていきます。乳児院にはいつまでもいら
れないという話はしますけれども、そこから里親に
つないでいき、「いつでも遊びに来ていいんだよ」
とか、「いつでも電話ちょうだい」「手紙をちょうだ
い」など、そういったことは伝えたいなとは思って
います。その辺は、里親さんの考えもあるかと思い
ますので、相談しながら、そうしたことは伝え、子
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どもの気持ちも大事にしたいなというところにつな
がるかなと思います。

花島氏　一回できた愛着の絆というのは、里親委託
した後も、いつでもフォローできるような態勢で関
わるというお気持ちなのでしょうか。そういう気持
ちでいると、実際に里親委託された後の関わりもや
はり続きやすいものですか。先ほど家庭訪問を御一
緒するという話がありましたけれども、子どもから
見て、そこら辺の切り替えなどについて、委託後に
乳児院の職員だからこそ掛かけられた言葉など何か
ありますか。

地主氏　そうですね、ちょっと今、思い付きはしな
いですけれども、やはり委託して間もなくというの
は、子どもも不安定だし気持ちも揺れると思います。
そういうところにずかずかと、今まで関係を持った
職員が行くというのは、私もいいことだとは思いま
せん。ある程度は生活が落ち着いてからというとこ
ろが基本になってくるかと思うのですが、施設で例
えば３年、４年いたとなれば、別な家庭に入ってか
らも、関係ができるまではそれぐらいの期間、もし
かしたらもっとかかるかもしれませんよね。そうい
った意味で、長いスパンで見ていただいて、我々も
できるだけ切れないでつながってはいたいのです
が、いずれ里親さんのお父さん、お母さんのところ
でしっかり愛着を築いていくのだろうなという考え
の下で家庭訪問などもさせてもらっています。少し
時間はかかるかと思うのですが、そういう緩やかな
愛着の移行というのが、子どもにとっても優しいの
かなという感じはします。

花島氏　当然そういう思いで関わっているというこ
とは、里親さんとの、里親候補者の段階での交流か
ら、できるだけお伝えになって、里親さんには大体
伝わるものですか。

地主氏　はい。伝わっていると思います。

花島氏　ありがとうございます。
地主さんのお話を受けて、では次は村上さんにお

話を伺いたいと思います。
村上さんは、現役の里親として２人の女の子の養

育を現になさっているお立場から、今日は生の声を
お聞きしたいと思ってお招きをいたしました。

まず、村上さんがそもそも里親に登録をなさろうと
思ったいきさつなどを簡単に御紹介いただけますか。

村上 恵美子氏　今、御紹
介にお預かりしました村
上と申します。

先輩里親さんが「泣き
の３年」とおっしゃいま
したが、周りの方々に支
えられて４年目に入りま
した。歴代の児童相談所の担当者様、支援センター
けやきの相談員の先生方、里親の先輩方、そして未
成年後見人の花島先生に、この場をお借りして心よ
り御礼申し上げます。

登録の経緯についてですが、私ども夫婦は、子ど
もが欲しいと望んだのですが、授かりませんでした。
2007 年、熊本の赤ちゃんポスト「こうのとりのゆ
りかご」が設置されたとき、夫婦の子でなくても育
ててみたいと漠然と考えるようになりました。そし
て 2013 年に里親認定、15 年春、子どもたちが中学
入学と同時に委託されました。

今、子どもたちは思春期真っ只中です。いろいろ
なことが起きて、そのたび思い悩んでいるのが現状
です。今は、やりがいを感じる余裕がなくて、その
都度悩みごとを乗り越えたり、乗り越えられずに抱
えたまま、それでも楽しく暮らしております。

きっと、今が遠い過去になったとき、あのころは
幸せだったんだなと気が付くのでしょう。将来、子
どもたちにもそう思ってもらえたらなと、それを励
みに一日一日を丁寧に過ごしております。

花島氏　ありがとうございます。
実際に里親登録をなさったのが、平成 25 年とい

うことですかね。実際に里親委託が始まったのが、
２年後の 27 年ですか。先ほど地主さんのお話でも、
マッチングまでの交流のお話がありましたけれど
も、その中で、こういう支援があってすごくよかっ
たとか、こういう支援がなかったけれども、こうい
うのがあったらよかったなというのは、何かありま
すか。委託されるまでの、実際の期間。
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村上氏　委託されるまでですか。

花島氏　この２年の間、いろいろあったと思うので
すが、あるいは今のお子さんの話が来てから、実際
に一緒に住むまでの間の関わりで、こういう支援を
受けたとか。実際にお子さんは、児童養護施設から
里親委託になったということで、乳児院ではないけ
れども、児童養護施設の職員による支援など、そう
いったもので心に残っていることや、これが足りな
かったということはないですか。

委託を受けるまでに、十分な心の準備ができたか、
施設の方からこういう支援があったのがよかったな
どということは、何かありますか。

村上氏　委託を受ける前、マッチングする前は、児
童相談所からは一切連絡がなかったもので、本当に
委託されるのだろうかと、ずっともやもやしながら
過ごしておりました。

花島氏　それで突然連絡が来たという形ですか。

村上氏　そうです。それからは、施設のほうで、気
仙沼なのですが、大変お世話になりまして、それは
この後に言おうと思っていました。

花島氏　ええ。では、続けてどうぞおっしゃってく
ださい。

村上氏　必要な支援について、提案及び要望が三つ
あります。

一つは、未委託を含めた里親のスキル向上につい
てです。里親認定後、講演会や勉強会など開いてい
ただいていますが、子どもたちと接する実践の場を
もっと増やしてほしいです。児童福祉施設でのイベ
ントのお手伝いや、グループホーム、里親宅を子ど
もがいる時間帯に訪問できないものでしょうか。私
自身、子どもたちがお世話になった気仙沼の旭が丘
学園さんで、職員の方の子どもたちへの対応を見て
学ぶことが多かったからです。子どもたちがその日
あった嫌なことを話して聞かせたとき、先生はそれ
をユーモアで見事に切り返していました。子どもた
ちが笑顔に変わった瞬間です。シリアスの中にユー
モアを。失敗を笑いに変える。深刻な話ほどなるた

け陽気に話す。これは私の子育ての基本となっただ
けではなく、生きていく上での信条になりました。
児童福祉施設の先生方や先輩里親が、どのように子
どもたちに接しているのか、実際に現場で体験する
機会があるとお手本にできると思います。私のよう
に、子育て経験がない者には、里親研修だけでは不
十分です。

これが、よかったなと思うことです。

花島氏　なるほど。そうですよね。いきなり交流と
言われても、生活のイメージが持ちにくいですもの
ね。

村上氏　もう少し接する機会があってもよかったか
なと。

花島氏　回数がもっと多ければ、なおよかったとい
う感じですか。

村上氏　あと、委託後ももっといっぱい実践の場を
与えてほしいなと思います。

花島氏　委託するまでの間も、里親候補者さんのお
家にお泊まりに来るというよりも、今の施設での暮
らしに里親さんが入っていって、そこの生の生活を
経験することって、案外学ぶことが多いということ
ですかね。

村上氏　それです、はい。そういうことです。

花島氏　そういうのがもっと増えたらいいなという
ことと、あと委託された後の交流については、何か
壁になっているものってありますか。委託を受けた
後も園と交流したいという思いがあるわけですよ
ね。

村上氏　とても、私は恵まれておりまして、その後
も本当にレスパイトで旭が丘学園さんのほうは利用
させていただいたり、様々なイベントに参加させて
いただいたり、あと家庭訪問に来てくださったりと、
本当に長い御支援をいただいているので、大変感謝
しております。
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花島氏　そういう形で児童養護施設とも、今、お子
さんも含めて付き合いが続いているということで
すね。

村上氏　そうですね。

花島氏　さっきの地主さんの乳児院の話をそのまま
当てはめるようなイメージに。

村上氏　そのとおりです。本当に感謝しております。

花島氏　なるほど。ありがとうございます。
実際にそれでお引き受けになって、生活を始めら

れた中で、さっき「泣きの３年」というふうにおっ
しゃいましたけれども、今振り返って、泣いたけれ
ども今だから笑って話せる、子どもとの関係でつら
かったことはなんですか。

村上氏　やはり、園に帰りたいと言われることと、
あと田舎のほうにおじさんが住んでいますので、田
舎に帰りたいと、気に入らないことがあると言って
くるたびに、ちょっとつらかったです。

花島氏　決めゼリフのように、「じゃあ帰りたい」
と言われると。

村上氏　もうそれを言われたら、こっちは何も言え
ないぞみたいな。

花島氏　実際に委託されたときは何年生でしたか。

村上氏　中１です。

花島氏　中学１年生で、しかもきょうだいで２人一
度に委託を受けられたんですよね。それはどうやっ
て乗り越えたのですか。

村上氏　乗り越えていないと思います。

花島氏　乗り越えていない。

村上氏　はい。乗り越えないまま、もう完璧な元気
じゃなくてもいいかなと思っていまして、もう乗り

越えられるものと乗り越えられないものと、それで
いびつな形ながらも何とか前に進んでいければと思
います。

花島氏　それが生の声なのですね。ただ施設に帰り
たいということと、先ほどおっしゃった施設の方と
の交流が今も続いていることということは、何かオ
ーバーラップさせていいほうに向けるというような
ことは、今はできる面もあるのですか。

村上氏　あと、帰りたい、帰りたいと言っていたと
きに、１年目に本当に私、恵まれておりました。施
設にレスパイトで預かっていただいたとき、職員の
方々が本当に普通に、特別扱いせず接してくださっ
たみたいで、子どもが「園も結構大変だよね」みた
いになり、それからは帰りたいと言わなくなったの
で、それはもう本当に感謝しております。

花島氏　お子さんたちは、園で何に出会ったのでし
ょうか。

村上氏　お手伝いさせられたり、お客様ではなく、
そこに住んでいる者として洗濯物の手伝いや、あと
小さい子の面倒を見させられたりしたということ
です。

花島氏　少しお姉さんの目線から養育する側の苦労
なども分かって帰ってきたということでしょうか。

村上氏　はい、そうです。それでもう「結構大変だ
よね」みたいに言っていました。それで、本当にそ
の点でも感謝しております。

花島氏　ありがとうございます。
今、レスパイトという話がありましたけれども、

実際の現役の里親さんとしてのお子さんの養育の中
でのレスパイトケアの大切さなど、御要望がおあり
ですよね。そちらにも触れていただけますか。

村上氏　情緒的サポート、心のケアについては、去
年、里親支援センターけやきが設置されたことで、
かなり充実してきたと思います。けやきの相談員の
先生方のおかげだと感謝しております。



79

第３分科会

反対に、手段的サポート、実際に里親が体調不良
になったときなどのフォローが手薄だと思います。
早急に受け皿、レスパイトの完備を要望します。特
に、身体的、精神的ハンデのある子どもはレスパイ
ト先がなく、実際レスパイトを断られたケースもあ
ります。

そして、委託間もない里親さんのフォローです。
委託されたばかりのとき、どの里親さんも一生懸命
です。頑張りすぎて体も気持ちもいっぱい、いっぱ
いになります。一時、子どもと離れて休息すること
で、元気と平常心を取り戻せると思います。

花島氏　ありがとうございます。これは切実な声と
して受け止めなければいけないと思いますし、きち
っとした受け皿や制度というものは、まだまだ整備
が足りないということでしょうか。例えば、お住ま
いの地域は施設からは大分離れていると思うのです
が、それでも施設との距離を超えてでも、やはりそ
こに行ける安心感というのはありますか。

村上氏　かなりあります。

花島氏　つながっているという意味ではね。

村上氏　利用しなくても、何かあったときは受けて
くれる人がいるという安心感で頑張れるというのが
あるので、先輩里親に聞くと、特に体に障害を持っ
たお子さんなどを預かっている先輩里親は、本当に
レスパイトの受入先がなかったり、断られたりして
つらい思いをしているので、本当に何とかしてほし
いと思います。

花島氏　そうしたケースを必ず受け入れられる施設
というのが、今の制度の中ではないのですかね。

村上氏　ところが、里親募集の際には、何かあった
ときはレスパイトがありますよというのを一番に掲
げているのです。それを言ってしまっていいのかみ
たいな。

花島氏　最後のセーフティネットという面もあるの
かもしれませんね。

村上氏　全然完備されてないのに、それ言うかとい
うのがありまして、本当に何とかしてほしいと思い
ます。

花島氏　それは、目標に応じた制度の拡充が必要だ
ということで、今日はその声を発していただいたと
いうことになろうかと思います。

あと、今、村上さんが養育里親という形でお引き
受けになっているお子さんたちは、いわゆる虐待で
親子分離されたというようなケースではないですよ
ね。

村上氏　はい。

花島氏　どういう形なのかというのは、お話しでき
る範囲で御紹介いただけますか。

村上氏　震災で親を亡くして、施設を通してうちに
委託されました。

花島氏　そういう意味では、養育する親御さんがい
なくて、その後を引き継ぐという形で、施設を経て
養育されているというパターンですよね。

でも、実際に虐待の経験がないから、すっと普通
に当たり前に養育が進むものかというと、そうでは
ない御苦労がたくさんあったということですよね。
その意味では、もう少し専門性を身につけて養育し
たいという意欲が、先ほどの話からも出てくるので
すが、そこの点についての要望はいかがですか。

村上氏　それでやはり、二つ目の要望なのですが、
専門里親の増員を要望します。今、専門と養育の境
界線が曖昧で、専門里親に委託すべきお子さんを養
育里親に任せているケースが見受けられます。聞く
と、専門里親の数が圧倒的に少ないそうです。そし
て、専門里親になるための研修が東京でしか受けら
れないとのことです。地方でも、専門里親の研修が
できるように要望します。

花島氏　ありがとうございます。
皆さんのお手元にある資料の 41 ページを見てい

ただけますか。これは私が作った図なのですが、日
本のパターンの④と書いてある部分です。日本の④
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というふうに書いてあるパターンが、村上さんが経
験されているパターンに近い図になります。実親さ
んが亡くなられて、その後里親委託を受けてずっと
養育をされているということです。

実際に虐待とは違うにしても、震災で身内を亡く
されたお子さんの心の傷というものにどのように対
応するかという部分で、御自分の専門性を身につけ
る機会があったらいいなと実感したようなことは、
あるのではないですか。

村上氏　普段とても元気な、毎日元気な子どもたち
ですが、２年生のときに、震災学習がありまして、
被災地を実際にめぐって一時期落ち込んだときがあ
り、もう私にはどうしようもなかったので、そのと
きは、当時担当の児童相談所の心理司さんに来てい
ただいて、とても助かりました。そのときも、児童
相談所は忙しいので、すぐに来てもらえないと思っ
ていたのですが、そういうお話をしたところ、もう
次の日にすぐに、「そっちに行く用事があるから行
けるよ」というような感じで気軽に、本当はおそら
く、いろいろ相談して来てくれたのでしょうけれど
も、こちらの心の負担にならないように、そのよう
におっしゃって来ていただいて、やはりプロの人た
ちはすごいなと実感しました。

花島氏　そこはもう里親御本人ではなくて、つなが
ることができる職員につないでフォローをしてもら
うことができたということですね。

村上氏　はい。やはり心理司さんの力に感謝しま
した。

花島氏　実際に、震災孤児と言われるお子さんのフ
ォローは、どのような準備があれば万全かというの
は、余りかっちりしたものがないのかなとも思いま
すよね。

村上氏　そうですね。ただ特別視しないということ
だけ、心掛けています。自分たちだけが特別なので
はなくて、誰もが特別なわけで、だから特別視しな
いと。みんな生きていればいつかぶち当たる悲しい
ことというのはありますから、だから普通に接する
ようにしています。

花島氏　そうすると、さっきの専門性を備えた専門
里親を増やしてほしいということの中身は、何か特
別なことではなくて、もっと子ども一般について学
んだり知ったりする機会を増やしてほしいというこ
とですか。

村上氏　そうですね。余りにも里親教育が足りなす
ぎるというか、未熟なまま認定をもらっています
ので、もっと認定までの研修期間を手厚くするか、
もしくは認定後の未委託の間に、勉強会だけではな
く実践の場を増やしていただきたい。スキル向上に
つながると思うのでしていただきたいと、強く願い
ます。

花島氏　現場ではやはり、登録をしてから、まだ委
託に至らない間というのは、余り実践をしたり子育
てに触れたりする機会というのは提供されてないの
ですか。

村上氏　特に、実子がいない私のような里親は、本
当に苦労すると思います。それで、先ほどのレスパ
イトの話に戻りますけれども、一つの提案として、
そうした未委託の里親さんをレスパイト先の選択肢
の一つに加えてもらえないかなという案も考えてお
り、提案します。

花島氏　それは、現役の里親さんのレスパイトにも
いいし、待っていらっしゃる方の学びの場にもなる
ということですか。

村上氏　スキル向上にもなります。そう簡単にはい
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かないでしょうけれども、そういうのがあったらな
と思っています。未委託の里親さんは、本当に今か
今かとずっと待っていますが、全然連絡がなくて、
どうなっているのだろうという不満も聞きますの
で、週末里親や季節里親ももう少したくさん活用し
て使ってもらいたいなと思っています。

花島氏　ありがとうございます。そうした意味で、
現役の里親さんとして児童相談所とのつながりはあ
るのですか。

村上氏　はい、あります。

花島氏　お子さんに対する担当のワーカーさんもい
るし、里親さんに対応する児童相談所の中の職員の
方もいらっしゃるのですよね。

村上氏　はい、いらっしゃいます。

花島氏　例えば、宮城県だと何人ぐらいそうした里
親さんの担当の方がいらっしゃるのですか。

村上氏　私に対しては１人付いていただいていま
す。あと子どもたちも一人一人心理司の人に付いて
もらっています。

花島氏　里親さんを担当している児童相談所の職員
の方というのは、何人もたくさんいるのですか。

村上氏　窓口は１人です。

花島氏　そこを増やしてほしいというようなことは
ありますか。

村上氏　それはもちろん、多ければ多いほどとは思
っていますが、人手不足ですごく大変そうです。

花島氏　子どもに対する担当も十分な人数ではない
中で、大変かもしれませんが、ただ、里親さんにつ
いて言うと、子どもの担当のワーカーさんに全部相
談できるわけではないのでしょうね。

村上氏　そうですね。ただ私のときは、本当に恵ま

れていまして、子どもの心理司さんが私の相談にも
乗ってくださるというのもありましたので、本当に
臨機応変に対応していただきました。

花島氏　それはそれで助かったけれども、里親さん
が相談できるような窓口になれる人も、頭数が増え
るともっといいなということですかね。

村上氏　そうですね。周りの先輩里親さんの話を聞
いていると、やはり少し相談しにくいというのもあ
るようです。

花島氏　今、村上さんの御経験からすると、一番、
一番でなくてもいいのですが、相談できる先という
のは、指折り数えてどんな方が思い浮かぶか、少し
おさらいしてもらっていいですか。

村上氏　やはり、けやきの職員の方が一番相談しや
すいです。

花島氏　里親支援センターけやきの方。これは卜蔵
さんに後でお話を聞きましょう。それから。

村上氏　あとやはり、児童相談所の担当の方と。

花島氏　さらに元の施設の職員の方とのパイプ。

村上氏　そうですね。あと、今、住んでいるところ
の管轄の中央児童相談所の方にもいろいろお話を聞
いていただいているので、私は本当に窓口がたくさ
んあって、それから花島先生にもいろいろ相談に乗
ってもらっていますので、本当に恵まれています。

花島氏　そういう意味で、これから里親で委託を受
けようという方が、そういうところにつながるため
の何かポイントなどありますか。ラッキーだからつ
ながったのですか、それとも村上さんのキャラもあ
るのではないですか。

村上氏　いえいえ、もうラッキー、本当に幸運でし
た。あともう少し里親同士がコミュニケーションを
とれればいいなというのは、私たちの課題です。



82

第３分科会

花島氏　横のつながりですか。

村上氏　そうですね。

花島氏　村上さんは、いわゆる里親サロンなどはい
らしたことはありますか。

村上氏　割と積極的に出ているほうだと思います。

花島氏　積極的に行ける方と、ちょっと二の足を踏
んでしまう方というのは、それこそ性格とか人付合
いによっても大分差があるのかなと思います。

村上氏　あとお仕事がフルタイムとかですと、平日
にあったりするので、なかなか休みづらいかなとい
うのはあります。

花島氏　そういう意味では、お仕事を持ちながら養
育している方のために土日に実施されるものも、も
っと増えるといいのでしょうか。

村上氏　そうですね。

花島氏　どうも生の声、大変ありがとうございま
した。

さて、今お話が出ましたが、里親さんに対する支
援を行う「みやぎ里親支援センターけやき」という
組織でセンター長をなさっているお立場から、卜蔵
さんにお話をお聞きしていきたいと思います。

いろいろと広い事業に携わっていらっしゃると思
うのですが、今日のお話としては、今のお話を受け
て里親さんへの支援をどのようになさっているか。
その柱としてどんなことをなさっているかから、ま
ず御紹介いただけますか。

卜蔵 康行氏　里親支援セ
ンターの卜蔵です。よろ
しくお願いします。

初めに、簡単に支援セ
ンターのことをお話しし
たいと思います。

これは、宮城県の県単
事業です。里親等支援センター事業は、平成 28 年

度の１月から県が事業化して公募事業で始めまし
た。この「けやき」は、初めにお話しした地主さん
と同じ仙台キリスト教育児院の中の一部門といいま
すか、一施設としてあります。私は里親会の会長も
しているのですが、そもそもこの公募事業があった
ときに、里親会の中で、やはり里親支援ということ
で支援のニーズを知っている里親自身がその中に関
わりたい、関わる必要があるということで、里親会
で手を上げたいとなりました。しかし、里親会だけ
ではとても運営実施できるものではないということ
で、キリスト教育児院にお願いをして、一緒に手を
上げていただいて、施設と里親会と共同で実施する
という形で、ただ里親会は任意団体ですので、仙台
キリスト教育児院に事業の委託先となって実施して
いただいたという経緯です。ですので、里親会もそ
の中でいろいろな事業を考えていく、組み込んでい
く中で非常に大きな関わりを持っています。

けやきの事業としては大きく４つあります。里親
制度の普及啓発というところで、里親の開拓です。
以前は児童相談所がやっていたものですが、現在は
児童相談所は一切行わないで、こちらのけやきで
行っています。

それと里親委託推進というところで、未委託里親
の家庭訪問を行っています。それと、里親支援強化
というところで、さまざまな研修会を開催したり、
里親サロンなど里親の交流事業を大体毎月１か所、
２か所でいろいろな里親会との連携による事業を
やって、そこには里親だけではなくて子どもも一緒
に参加しています。参加者の多い事業ですと 6、70
人出たりしています。里親サロンは村上さんも参加
していただいて、大体 15 名前後ぐらいの里親サロ
ンを毎月１か所どこかでやっています。

基本的には、里親制度の普及啓発はけやきだけで
やっていますが、ほかの部分は、児童相談所からの
業務をこちらで全部を受託してもらってというより
は、児童相談所で手の回らない部分をけやきで補完
するというようなイメージで行っているところです。

花島氏　ありがとうございます。定期的なサロンや
何かに集まってくださる里親さんが 10 人以上いら
っしゃるという御紹介がありましたけれども、不意
の相談だとか、緊急の相談事の持ち込みとかに対応
もなさっているのでしょうか。
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卜蔵氏　やっています。電話や、あるいは来所して
相談に来られる方もいますし、中には家庭訪問して
ほしいということで実際に家庭訪問するケースもあ
ります。それこそ「里親登録を考えているんだけ
ど」ということで里親希望者の相談、それからマッ
チングが始まって、例えば子どもが懐くのに時間が
かかって大丈夫だろうか、どうしようかという相談
であったり、あとは委託を受けてからの様々な養育
相談、それと自立を控えた方の進学や就職、それで
使えるいろいろな制度などの利用についての相談な
ど、様々です。

花島氏　今、お聞きすると、もう何でもありという
感じがするのですが、今の制度の中で、そうした相
談を受ける役割は、本来どこが担ってきたのですか。

卜蔵氏　これまでは第一義的には児童相談所が行っ
て、あとは里親会の中で個別に個人的に相談を受け
るという形でやっていたかと思います。

花島氏　その一部が事業化され、先ほどの説明は言
い方に工夫があったかと思うのですが、必ずしも委
託があるわけではないけれども、広くフォローをす
る活動を積極的にけやきのほうでなさっているとい
う意味になるでしょうか。

卜蔵氏　そうですね。

花島氏　そのあたりは、事業化の見込みはあるので
すか。普及啓発を超えて、もう実際に様々な場面
で相談に対応したり、あるいは未委託里親さんの
家庭訪問にも行かれたりするという話でしたけれ
ども。

卜蔵氏　国の方針の中で、フォスタリング機関とい
うものを平成 32 年までに全国展開というのが出て
います。けやきとしては、県とも話をしながら、今
はマッチングの部分にけやきが関わるということが
できていないのですが、やはり顔の変わらない支援
というところで、里親登録からマッチング、委託そ
して自立に向かってというところで、継続的に包括
的にけやきが関わっていけるような、そうしたとこ
ろで国の示すフォスタリング事業を担っていけるよ

うにと、こちらとしては願っているところですね。

花島氏　フォスタリング機関という言葉が新しい社
会的養育ビジョンにも出てきて、それを整備してい
こうという流れを先行して実践されているという意
識でやっていらっしゃるのでしょうか。

卜蔵氏　はい、そうです。

花島氏　そうすると、マッチングの前のリクルート
の段階から委託後の里親の支援まで、全部が対象に
なるようなイメージになるのは、ある意味当然なの
でしょうか。

卜蔵氏　そうですね。

花島氏　卜蔵さん自身も、里親の御経験がおありで
すよね。

卜蔵氏　はい。

花島氏　ファミリーホームの運営も含めてですか。

卜蔵氏　そうです。私自身は里親経験が長いのです
が、三十何年里親をやって、宮城県が平成 17 年か
ら県のファミリーホーム事業を始めて、その後国の
ファミリーホームに移りましたが、ファミリーホー
ム自体は 13 年ぐらいやっています。

花島氏　そういう御経験があって、今の里親支援セ
ンターに関わっていらっしゃるわけですが、御自分
から見て言いづらいかもしれませんけれども、里親
さんからの評判や、利用される方にこういうところ
がとても良いというふうに PR できる部分はどこで
しょうか。

卜蔵氏　けやきの今の立ち位置は、児童相談所と里
親の間に入り、そこで里親側の立場に立って、かつ
児童相談所のことも理解しながらやっています。そ
れで、児童相談所は、多分けやきができた当時は、
もしかしたら戦々恐々として何をするのだろうかと
思っていたところがあったかもしれませんが、間も
なく２年になるわけですが、児童相談所の方にもけ
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やきの事業を信頼していただいて、児童相談所から
もオーダーが入って、未委託里親の家庭訪問も児童
相談所からやってほしいということで始めたことで
す。あと、児童相談所の方から相談が入るというこ
ともあるので、信頼していただけるのかなと思って
います。

それと、多くの里親さんから「けやきができて本
当によかった」という言葉をいただいているので、
それにもっと応えられるようにと思っています。

花島氏　ありがとうございます。先ほど村上さんか
らも、利用者の立場からのお話がありましたけれど
も、里親さんが抱えていらっしゃる悩みで、相談を
受ける立場として、こういうことは皆さんに知って
いただきたいというような、相談内容の特徴という
のはありますか。

卜蔵氏　相談内容は本当に様々です。ただ、児童相
談所に話したけれども対応してくれないというよう
な話は、正直出てきます。児童相談所も忙しいし、
里親の業務は本当にごく一部ですから、ケースワー
カーの方も大変だということは重々理解しているの
ですが、そこの部分で里親さんの困り感に寄り添っ
た対応が求められるというところです。

それと、例えば制度のことでも、里親さんはどう
しても知らない部分が多いです。例えば、使える制
度を教えてあげて、利用できるようにする。障害の
あるお子さんがいて、病院に通院しなくてはいけな
いときに、今は通院の費用などが出るようになって
いますが、里親さんは知らないのです。児童相談所
からそれをきちっと説明してくれればいいのです
が、そういったことが行われてないようなときに、
里親さんが大変ですという状況になったときに、「今
はこうで公共交通機関を利用した計算ですけど、出
ますよ」ということを教えてあげるなどの情報提供
であったり、実際に子どもの養育で困っていること
への具体的な相談であったりと、いろいろです。

花島氏　ありがとうございます。
そういう意味で、児童相談所と里親の間に入っ

て、両方見える強みで活動していらっしゃるという
イメージにお聞きしましたけれども、村上さん、今
のお話を伺って、何かコメントはありますか。

村上氏　顔の変わらない支援というのが、やはり大
きくて、どうしても児童相談所だとせっかく親しく
なったのにまた違う人に担当者が変わってしまうの
で、こちらも対応が大変ですが、けやきさんはいつ
も同じ先生方で、前の続きの話を気軽にでき、本当
に何でも相談できるので感謝しております。

花島氏　そういう意味で、どちらかがやればいいと
いうのではなくて、顔の変わらない相談機関と、本
来の措置元の児童相談所と、両方力を合わせていい
ところを出し合えるといいという話が、今、伝わっ
てきました。

村上氏　やはり里親が声を上げていい、意見を言え
る窓口や、場所がたくさん増えたほうが本当にいい
と思っていました。今までは児童相談所だけだった
ので、本当によかったと思います。

花島氏　実際、児童相談所と里親さんの間でも、お
子さんのアピールの仕方によっては、養育の中身を
疑われたり、里親としての養育に問題があるのでは
ないかと見られたりして、それを児童相談所には相
談できなくて悶々とするという里親さんの声は私も
聞くのですが、そういう意味でも、やはり第三者的
な、外の民間の相談窓口というのは重要ですか。

村上氏　はい。

花島氏　ありがとうございます。ちょっと結論を私
が先取りして押し付けたような感じもいたしますけ
れども、ありがとうございます。

卜蔵さんからは、今やっていらっしゃる里親支
援を制度化、事業化してフォスタリング機関とし
て位置づけていくということ、先ほどお話があり
ましたけれども、ほかに何か、課題や要望はござ
いませんか。

卜蔵氏　フォスタリング機関ということになったと
いうのは、やはり児童相談所との連携がすごく大事
になってくると思います。いろいろな子どもの情報
であったり、仮にフォスタリング機関をけやきでや
るようになったとしても、全部を引き受け、措置だ
けは児童相談所でお願いしますというようなことに
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はならないと思います。そこできちっと児童相談所
と連携しながらやっていくということは、とても大
事なことだと思っています。

それと、村上さんが先ほど言っていましたが、里
親さんが一人で抱え込まない、孤立しないという、
いろいろな里親さんがつながりを持つことが必要だ
と思います。児童相談所はもちろんですし、里親の
仲間、あるいはけやき、そういった部分で、よくチー
ム力と言ったりしますけれども、いろいろなつなが
りの中で里親さんが抱え込まない、孤立しない体制
を作っていけるようにしたいと思っています。

今は、新たに委託があったときには、里親申請は
けやきという相談先があって、いつでもそこに相談
してくださいというようなことを児童相談所からも
紹介して案内していただいているところで、実際に
こちらに相談が来ることもあります。相談があった
場合には、必要な部分は児童相談所にフィードバッ
クするというように、きっちりと情報も共有してい
ます。

里親会からいろいろな場面で、けやきにこういう
ことをやってほしいという要望が直で入ってきま
す。例えば、先ほどのレスパイト制度がなかなか使
いにくいというような話があります。これはまだ県
との間でこういうのはどうですかというようなやり
とりをしている段階ですが、例えばレスパイトでき
る里親さんを登録して、その中で「私は小学生以下
だったらいいです」とか「大きい子でもいいです」
とかというリストを作っておいて、そして里親さん
からレスパイト希望があったときには、けやきを窓
口として紹介していくとか、そこにはもちろん児童
相談所も入ってもらうわけですが、そのようなやり
方は考えられませんかと、県に今、話を持っていっ
ているところです。いろいろな里親さんから、もっ
とこうであったらいいというような意見が入ってく
るので、それを形にできるものには形にして、県の
ほうにこういう形はできないでしょうかと問合せを
するということもやっています。

花島氏　声が集まるところだからこそ、つないでい
けるという強みを、ぜひ生かしていただいたらいい
なと思います。どうもありがとうございます。

今までの話で、震災の話が少し、村上さんの話で
も出てきましたけれども、宮城では７年前の震災で

両親を亡くして、いわゆる震災孤児になったお子さ
んがその後どうケアをされているかということにつ
いても、宮城以外からお越しになった方への発信と
してお聞きしたい部分があります。津波で両親が亡
くなってしまったお子さんのおじいさん、おばあさ
んや、おじさん、おばさんが、いわゆる親族里親と
か養育里親の形で一緒に生活を始めるケースが多々
あったと私も聞いておりますし、親族の方で里親を
やっていらっしゃる方がいて、そういう方からの相
談だとか、今、置かれている現状についても卜蔵さ
んが御存じのことがあれば、御紹介いただけますか。

卜蔵氏　里親制度を利用している親族里親、あるい
は養育里親さんたちですが、宮城県では、震災の年
の 11 月に、里親会で県から委託を受けて親族里親
の支援事業を始めました。翌年の３月から沿岸部、
石巻や気仙沼で親族里親サロンを毎年８回開催して
きました。

振り返ってみると、やはり一つは、震災の直後は
おじさん、おばさんあるいはおじいちゃん、おばあ
ちゃんが、御自身が息子、娘であったり、例えばい
とこを亡くしたりということで、子どもを預かって
いる養育者自身の喪失感といいますか、そこのダ
メージがすごく強かったのが、本当に印象的でした。
サロンに出ている私自身が、何ともいたたまれない
気持ちになったというのがあったのですが、それが
だんだん年の経過とともに、その部分はなかなか癒
されない方もいますけれども、落ちついてきました。
そして子どもの養育に関する戸惑い、特におじい
ちゃん、おばあちゃんであれば、孫をかわいがって
いればよかったのが、今度は自分が親となってしつ
けをして育てなくてはいけないという部分が出てき
て、学校も自分の子育てした頃とは全く状況が違っ
ていて、すごく学校での戸惑いもありました。

そうした中で、サロンに出てきて、いろいろな困
りごとや思いを吐き出して、参加される方からは、
これがあってよかったということを非常に多く聞き
ました。そして、周りの方にはなかなか共有しにく
い震災孤児を育てているということを、サロンに出
てきた里親さん同士のつながりの中で共有ができた
ということで、ピアグループという位置づけです
が、すごく役に立ったのだろうと思っているところ
です。



86

第３分科会

ちょうど先週、東松島というところで親族サロン
があり、ずっと小学生から育てて、今、高校３年
生、就職が決まった直後の方が出てきて、「ここが
あって本当にいろいろなお話や相談できて、本当に
よかったです」ということを言っていただいて、続
けてきてよかったなと私自身も感じました。

高齢で養育されている方たちは、中には 80 代く
らいの方もいたというところで、サロンを始めた頃、

「この子が大人になるまで自分が果たして育て終え
られるのだろうか」というような不安を持っていた
方たちもいましたし、中には実際にそんなに年配で
ない方が病気で亡くなられたケースであったり、病
気になったりということは出てきています。

ただ、少なくともサロンに出てきてくださってい
る方たちは、非常に安定して、こちらも勉強させて
いただくような、本当に丁寧な子育てをされている
方が多く、すごく感心させられる部分がたくさん
あって、私自身もずっと続けてよかったと思ってい
ます。

花島氏　ありがとうございます。
一般に親族里親というふうに言われると、何か他

人様の子どもを預かる養育里親より楽なのではない
かとか、もともと絆がある分、大したことないので
はないかというイメージで、字面だけで、もともと
分かり合った間みたいに誤解されがちだと思うの
ですが、やはりさっきおっしゃった年齢や世代の
ギャップのこともあるようですけれども、今、高齢
化ということで相談を受けることや、全体の傾向で
心配なさっていることはないですか。

卜蔵氏　私の知っている限りでは、高齢化で困って
いる方はいません。ただ、一度、石巻の方で相談を
受けたときには、自分が孫を預かっているけれども、
養子縁組をして、もう親族里親は解除された。だけ
ど、自分ががんになってしまって、この子を多分ず
っとは育てていけないと思うので、どうしたらいい
かという相談を受けました。そのときはまだけやき
はできてなかったのですが、里親会の事務局として
私に相談が来て、その方とお話ししたことがありま
した。それで、一般の養育里親を利用しての里親委
託など、そういったことも考えられるので、そのお
話を説明して、児童相談所につないだというような

ケースはありしました。

花島氏　次のつなぎが見えるだけでも安心なされる
でしょうね。ありがとうございます。

震災孤児に特有の事情として、全国から寄せられ
た義援金、支援金、奨学金等、そういったものがお
子さんの財産として蓄積されていくけれども、里親
さんには財産の管理まではお仕事として及ばないと
いうことですので、そういった面の心配やケースに
触れられたことはないですか。

卜蔵氏　その直接の相談を聞いたことはないですけ
れども、二十歳過ぎた子どもにお金を渡したら、高
級車を買って数週間で 1,000 万単位でお金を使った
ような話は聞いたことはありました。おそらく実際
に養育されている方たちは、子どもたちが二十歳過
ぎてそれだけのお金を手にしたときに、きちっと健
全に生きてくれるだろうかという心配をされている
方はいるのではないかと思います。

花島氏　村上さんが養育しているお子さんの未成年
後見人として私が裁判所から選任されているのは、
財産管理の部分を私がもっぱらさせていただいて、
生活は里親さんのところでするという、そういう役
割分担があってのことですけれども、親族でやって
いる方の苦労というのは、村上さんはちょっとパタ
ーンが違いますけれども、村上さんの立場から見て、
そういう役割分担について何か思うところはありま
すか。

村上氏　二十歳で未成年後見人の関係がパツッと切
れてしまうのは、とても心配なので、その後も継続
して財産管理をお願いできないかと思っています。

花島氏　二十歳になるということは、大人になって
自分の財産を自分で管理、処分できるということで
すから、だからこそ高級車を買ったり、私が聞いた
話でも、２日間で国分町で 1,000 万円使ったりとか、
そういうことが実際に起きます。なぜそうなってし
まうのかと考えると、やはり社会的養護を離れるま
での間に、お金の感覚だとか生活をする中でのお金
の使い方だとかを身につけるチャンスが、とても必
要なのではないかと思うわけです。私もそういう意
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味では、二十歳になって見送った震災孤児の子が、
もう既に何人かいますけれども、おっしゃるとおり
関係は切れないです。切れないというか、逆に切ら
ないで、今度大人になった後の相談を受けられるよ
うな関係に、どうスムーズに移行していくかという
ことを、後見人の弁護士としても考えるところでは
ありますが、そこは里親さんと思いはおそらく同じ
だと思うので、今、養育されているお子さんについ
ても、お世話になると思いますが、よろしくお願い
します。

里親支援の場面がすごく広くて、制度化していく
必要があるということが卜蔵さんのお話からも浮き
彫りになったと思いますが、今、お話が出たによう
に、お子さんたちが社会的養護、里親委託から自立
をしていくという場面、18 歳まで家庭復帰できな
くて自立をしていくということになると、今の財産
管理のことも含めて、これは 1,000 万円単位の支援
金、義援金の貯金がある子どもについてだけの問題
ではないですよね。児童手当というのは、里親さん
にもこれは支給になるのでしたか。

村上氏　中学校３年生まで頂戴しました。

花島氏　ちょっと下世話な話かもしれませんけれど
も、それは実際に取り崩してお使いになっていまし
たか。

村上氏　それは貯金しています。

花島氏　貯金して自立するときに持たせてあげると
いうのが、施設でも里親ケアでも一般的によく聞く
話で、それを生かして使ってくれるかどうかという
のは、すごく興味関心があるところです。御紹介あ
りがとうございました。

パネリストの小林さん、お待たせいたしました。
小林さんのほうでは、いろいろな活動をなさってい
る中で、今日は里親委託や施設措置が終わって自立
をしていく子どもたちのアフターケア事業を、電話
相談を行う団体のチャイルドラインみやぎが受託団
体として事業をなさっている立場から、お話を伺お
うと思いました。

今仙台市と宮城県でそれぞれ事業化されているア
フターケアの事業を受託されているということです

けれども、その概要から御紹介いただけますか。

小林 純子氏　はい。チャ
イルドラインという、子
どもから直接の電話を受
ける活動を 16 年前から
宮城県で行っています。
18 歳までしか電話は聞か
ないということになって
いるのですが、18 歳までの間にお付き合いをして
子どもを産んで結婚、離婚まで経験したような子ど
もたちからも電話が架かってきていました。

この事業について仙台市が募集をしたときに当団
体に声を掛けて下さったのが、一般社団法人パーソ
ナルサポートセンターです。この事業は仙台市で募
集したときは、有料職業紹介の許可を得ている団体
しか受託ができないということになっておりまし
た。なので、私たちは余り関係がないかなと思って
いたのですが、東日本大震災後、仮設住宅の支援員
さんの研修ということでパーソナルサポートセン
ターさんと御一緒にお仕事をしたことがあり、その
ご縁で声を掛けられたのかと思っております。うち
の団体の副代表理事が仙台市児童相談所の初代所長
であったこともあり、「この事業は大事だからやり
ましょう」という一声で開始しました。

応募に当たって、スライドの６ですがいろいろな
統計で出ているので、皆さんも御存じかと思うので
すが、児童養護施設入所の大体６割が虐待を受け
て入所していた、それから入所当時 84％は親がい
た、それから 55％は退所まで施設で暮らす子が多
い、そして子どもの約３割が障害を持っているとい
うことで、通常学級では 6.4％しか発現率はないで
すが、この異様な高さというのには、やはり心を引
き締めてかからないといけないのではないかと思い
ました。

次のスライドですが、こちらが仙台市児童養護施
設等入所児童就業支援・アフター事業ということ
で、すごく長い名前ですが、国のスキームと少し違
うところで仙台市がスタートしたのかなと思ってい
ます。なので、全ての事業が網羅されているわけで
はなく、入所中の子どもたちのソーシャルスキルト
レーニングや、それから退所した児童に対するアフ
ターケアというざっくりした枠組みでした。
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そして、支援対象者は仙台市が所管する児童養護
施設、現在４施設あるのですが、そこにいた児童及
び退所した者、または里親委託児童、それから年齢
はおおむね中学生から退所後 25 歳くらいまでの者
という形で、その後は生活困窮者の枠組みなどで支
援するというようなことを考えられたと思います。

支援コーディネーターというのは、特に規定され
ていませんで、これは児童相談所を想定していたの
ではないかと思うのですが、最初にお話があって、
実際仕事をしてみると、児童相談所の職員さんが、
自分たちがコーディネーターであるということを認
識していなかったのではないかというような事態に
幾つか直面しました。18 歳で措置解除です、あと
はよろしくとなってしまっていたことがありました
ので、現在は月１回、担当課と児童相談所で定例会
を持つ中で、理解を深めながら、この事業をどうい
うふうに進めていったらいいのかということを話し
合っている、走りながら、作りながらという状況に
なっています。次のスライドです。

次、宮城県の受託事業「社会的養護支援業務」は
割と国の枠組みに近くなっています。

市と違うのが、貸付金のフォローアップというの
が入っていまして、現在、貸付事業は宮城県社会福
祉協議会が行っているのですが、それを借りたお子
さんたちのフォローアップというのが、この事業に
入っています。現在、移管して間もないので、実際
に借りたお子さんと直接やりとりをしているという
ことはまだないのですが、守秘義務などの関係もあ
り、個人情報をどのように渡すかというお話合いを
しているところです。

ソーシャルスキルトレーニングは、どちらでもや
ることになっているのですが、県のほうは、児童養
護施設が先ほどお話に出ていた旭が丘学園さん、一
つしかないところがありましたのと、あとそれぞれ
の自立生活援助をやっておられる「峠のまきば」さ
んとか「ロージーハウス」、今日は代表の大沼えり
子さんが講演なさったのですが、それぞれに既に事
業をやっておられて、自分たちでアフターフォロー
も行っているということなので、宮城県のほうでは、
まだまだ個別の案件は少ないところです。

それで、県で力を入れている部分としては、雇用
先となる職場の開拓というのが一つ入っています。
企業への働き掛けとして、こういう児童養護施設に

入っているお子さん、里親委託されているお子さん
たちの実状を広く社会に知っていただくという活動
と、それから企業に対しての説明会のようなものを
２回させていただきました。その中に、議員さんも
顔を出していただきまして、分かっているようで分
かっていない、社会的養護の実状というのをしっか
り捉えていただくということに、今、力を入れてい
ます。

努力の甲斐あって、就労先として宮城県生協さん
が職場体験や見学の受け入れ先になってくださった
ことは、大きかったかなと思います。また、建設関
係の会社の方が多いですが、うちでもそういうお子
さんを雇用したいと思っているので、紹介してもら
えませんかというようなお話も度々いただくように
なりました。

施設の中でのソーシャルスキルトレーニングに関
しては、先ほどお金の問題も出てきましたし、スマー
トフォンの問題など、いろいろ子どもたちが抱える
問題がありまして、実は花島先生が組織しておられ
る仙台弁護士会の子どもの権利委員会の弁護士の皆
さんに、講師として各施設へ出向いていただいて、
対象の子どもが少人数でもちゃんとお話をしていた
だけて、非常に効果が上がっていると思います。

28 年７月から 30 年３月までの間で、４施設で 48
回、延べ 227 名参加してもらいました。施設の先生
方には、非常にマッチングとか御苦労をお掛かけし
たのですが、本当に協力していただいて、ありがた
く思っています。

それから、就労支援のほうは、主に先ほどお話し
したパーソナルサポートセンターで、生活困窮者自
立支援事業などもやり、職業紹介もやっております
ので、その企業さんのほうへ子どもたちが体験に
入ったりしているところです。

概要としてはこのような感じで行っていますが、
アフターケアについては本当に様々で、今まで 12
例ほど持ちましたけれども、仕事を辞めたいとか辞
めてしまったとか、それから、これから自立するけ
れども、卒業したくなくて、ちょっと不登校、引き
こもりだとか、それから貸付を受けて運転免許をと
ろうと思っていたけれども、通えなくなってしまっ
て、返済をどうしようとか、自立援助ホームで閉じ
こもってしまったお子さんとか、あとは実親のとこ
ろに帰されたけれども、すぐ出てきてしまって居場
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所がなくて生活保護を受けたりとか、そういう方に、
仕事を探したり、それから住居の支援などをしてき
たところです。概要としては以上です。

花島氏　はい、ありがとうございます。地元宮城で
は、仙台市が先に、その後で宮城県もこの自立支援
事業を事業化して、いずれも小林さんの団体が受託
をして取り組んでいらっしゃるということで、御紹
介をいただきました。

自立が大変で、支援が必要なのだろうということ
は、抽象的には世間でも知られるようになってきた
かとは思うのですが、実際にたくさんの大人になり
かけの子どもたちに接する中で、まさに置かれてい
る現状や、ケアも、今御紹介いただいたように、施
設にいる間からのソーシャルスキルトレーニング、
リービングケアなどで関わり、出た後のアフターケ
アもと、両方に関わっていらっしゃると思うのです
が、その中で気付いた、今日皆さんに共有したい内
容も、スライドを用意していただいているようです
ので、そちらのお話をいただいてよろしいですか。

小林氏　はい。それでは９番のスライドです。
私たちが見た子どもたちの様子なのですが、発達

障害が多いということもありますし、虐待されてき
た子どもたちなので、どうしてもコミュニケーショ
ン能力に欠けるというか、自分の思いを言わない、
それから発達障害があって虐待されたのか、虐待さ
れているうちに発達性トラウマ障害となったのかと
書いたのですが、この発達性トラウマ障害というの
は、耳慣れない言葉だと思うのですが、虐待されて
いるうちに脳に影響があるもので、もともとの発達
障害ではないというふうに主張しておられる先生方
もいらっしゃいました。実際、震災後生まれた宮城
県の子どもたちが、今、学校に入って発達障害が増
えていると言われています。それは多分、どちらも
愛着形成がうまくできなくて、発達障害的な攻撃性
や多動性を出しているのではないかと、符合すると
ころが多いので、これから見ていかなければならな
い部分かなと思います。

私たちがワークをやっても、なかなか自分の考え
を言えないというようなこともあったりしますし、
施設の中では、割と基本的な生活習慣ができている
のですが、里親さんのほうだと子どもがわがままで、

思ったように行動してくれないというような悩みも
聞かれました。それから、施設のルールがいろいろ
でして、スマートフォンとか携帯を持っていいとい
う施設もあれば禁止のところもあったり、バイトも
学校によっては禁止で、就業体験がないまま卒業し
てしまうというような子どももいたりと様々です。
実際のところ、スマホを持たないと危険は回避でき
るのですが、今の子どもたちは、友達関係がちょっ
と難しくなるというようなお話も聞きました。

それから、就職に関する情報として、やはり進学
を諦めてしまうお子さんが多いので、例えば保育士
になりたいというようなことをちらっと言ったとし
ても、「せめて専門学校とか短大に行かないと」と
言うと、「あ、無理」というふうに言ってしまう子
が非常に多いなと思っています。

そして何よりも、自立のためにとにかくお金を貯
めなくてはいけないということで、バイトに明け暮
れている子も多く、ソーシャルスキルトレーニング
をやりますよということで、土日、夜も出かけてい
くのですが、バイトを優先するお子さんがいて、行っ
てみたら受講者が１、２名だったということもあり
ました。花島先生が一生懸命１人に対してお話しし
てくださったこともあるような、それでも聞いても
らえば行くよと言ってくださる講師の方がいて成り
立っていることだと思いました。

それから、退所に当たってですが、やはり先ほど
の一人暮らしになってしまうと、本当に自分で自分
を律することができないということをたくさん聞き
ました。それから、こつこつ働くよりも手軽にお金
が入る仕事ということで、ちょっと悪いほうに進ん
でしまう子もいます。それから進学を諦める、でも
奨学金は貸付なので、学校を辞めたり仕事を辞めた
りすると返さなくてはならない。それから、貸付金
を受けるにしても、お部屋を借りるには敷金など初
期費用が非常に必要なので、最初のお給料をもらう
までの生活費はどうするといった問題も出てきます。

施設を出たお子さんは、お金を持って出ることが
多いですが、実際に実家に帰したお子さんによくあ
ることは、せっかく貯めたお金を全部親に取られて
しまったというようなことや、働き始めると親が来
てお金をせびるなどの被害に遭っている子が非常に
多いので、施設を出るときにお金を持っている子、
あるいは里親さんのところを出る子もそうですが、
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全てに未成年後見人を付けてほしいと思っていると
ころです。

それから、仕事と住居のところですが、施設の先
生や里親さんは、お家とお仕事とを一遍に解決でき
る寮付きのお仕事や作業所、グループホームなど
セットになっているところをどうしても勧めがちで
す。就職するときはちゃんとできていいのですが、
離職すると一緒に家まで失ってしまって、児童相談
所にも戻れないし、いる場所がないから次の日から
どうしたらいいか分からないということもありまし
たので、その後、一時的にいられる場所を公的に用
意してもらいたいなと思っています。

それから、困ったときに相談する先へということ
では、お家のほうは頼れないし、先生にはいいこと
しか報告ができないということで、言えば「頑張り
なさいよ」と言われるに決まっているから言えない
というようなお子さんもいました。それから、里親
さんとの関係も様々で、今までの環境と全然違うと
いうことで戸惑うことも多いのかなと思います。

それと、先ほども里親さんの本音ということで
ずっと出てきていますが、子どものほうからしても、
18 歳になったら出なければならないということは
感覚的には分かっているのですが、じゃあどういう
暮らしを自分がやるのか、というイメージと実践が
なかなか伴わなくて、18 歳での措置解除というと
ころをずるずると過ぎてしまって、結局実親さんの
ところに戻されるというようなことも何人か経験し
ていました。ずっと一緒にいられないのだったら、
里親、「親」というのはまやかしではないかという
ふうに言われて、私もちょっと、子どもの気持ちを
考えればそういうところもあるかなと思います。

帰すところがないというのは児童相談所も大変で
すが、そういうところで里親さんも傷つくし、子ど
もも傷つく。こういう別れ方というのは一番避けな
ければならないのではないかなと思います。なので、
私たちアフターはやりますけれど、その子たちには
根っこが必要だと思っています。それは、実親さん
かもしれないし、施設の先生かもしれないし、里親
さんかもしれない。とにかくどこかに根っこがない
と、自立が難しいということなので、その根っこを
どこに据えるのか。これはみんなで考えていきたい
問題だと思っています。

そういう中で、アフターケアをやっている私たち

が何かの役に立てればいいのかなと考えながら、一
つ一つ、何とかその日を頑張ってほしいと思ってい
るところです。

社会的養護の下にある子どもたちに対し、タイ
ガーマスクさんがランドセルを贈ったなどという報
道もありましたが、施設の先生などが、「この子た
ちには実親がいるので、ランドセルぐらいは実親さ
んに買ってもらいたいな」とつぶやいたと聞いたり
すると、本当にそうだなと思いました。

この子たちが、力を発揮できないことは「もった
いない」のだと感じます。なので、その子たちの今
の力を生かせるような環境づくりだと思うのです。
まずは、こういう環境に関心を持って大人が知るこ
と。そして子どもの話を聞くこと。子どもの話を聞
くというのが、チャイルドラインにかけてくる子ど
もの 75％ぐらいの子どもが、「別に解決は要らない、
チャイルドラインで話を聞いてほしい」と言ってい
るくらい、とにかく今の子どもたちは周りに話を聞
いてもらえていないということなので、ゆっくり話
を聞けるだけの人員を子どもの施設でも、里親さん
のサポートでも、とにかくたくさんの目と手と耳を
置いてあげてほしい、そういう制度をつくってほし
いなと思います。

児童相談所なのですが、最近、DV の目撃が虐待
にカウントされるようになって、とても通報が増え
ています。これは対応しなければならないのはもち
ろんのことですが、私たちから見て、統計も少しゆ
がんでくるのです。というのは、加害者は父親がす
ごく増えたという集計結果になってしまうのです。
この DV をしているのは大体父親なので、加害者が
父親ということになるので、今日のフォーラムは虐
待防止なので、その辺の統計もちゃんと中身を見な
いといけないのではないかなと思っているところ
です。

それから、里親さんの中には、児童相談所に相談
をすると、自分が里親として不適ではないかと思わ
れそうで、なかなか相談できないというのもあるの
ですが、先ほどけやきの卜蔵さんのほうに相談して
よかったということがありますが、仙台市はまだそ
ういうセンターがないのです。なので、それも早急
に作ってもらえたらいいなと思っています。

まず、国のほうでは 22 歳まで措置を延長という
ことを、もううたっているとすれば、18 歳で児童
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相談所の関わりは終わりですということは言えない
と思うので、そこを一緒に走ってくれる、私たちア
フターケアにも一緒に伴走してくれるような関係性
を早く作りたいと思っているところです。

とにかく私たちは、初めて外から入ってきてこう
いう事業をしていますので、社会的養護のお仕事の
中にいる皆さんはすごく我慢して頑張っておられる
なと思います。その実態をもう少し社会にも、県や
市にも言って変えていくという力を一緒に発揮でき
たらいいのかなと思っています。

今、けやきさんからも、里親さんにアフターケア
のチラシを配っていただいたり、いろいろなところ
に呼んでいただいて事業の広報をさせていただい
たり、それから卜蔵さんには、実はもう一つ肩書が
あって「夢歩」という団体をつくっておられて、そ
の声掛けで９月に民間３団体で合同研修会という
のをやりました。本当にそういう人的な交流が、こ
れからこういう事業の中では非常に大事であり、そ
して子どもの権利が一番に考えられるようなアフ
ターケアなどは特に、こういう関係が一番大事なの
で、それが一本でつながれたらいいと思っていると
ころです。

先ほど、居所の確保が難しいというお話をしまし
た。保証人制度があるでしょうと言われるのですが、
18 歳、19 歳で不動産屋さんに行ってそれを使って
も、更に保証人を求められますし、児童相談所の所
長さんに保証人になっていただくのも、不動産が決
まってから書類を出さなくてはならないのです。し
かし、物件は次々決まるので、不動産屋さんは待っ
ていてくれないわけです。そういう現実性がない制
度は、あっても使えないので、これも何とか手軽に
使えるようにしてもらいたいと思っています。

花島氏　どうもありがとうございました。皆さんに
もアフターケアの事業のイメージを持っていただけ
ましたでしょうか。こういう現状にあって、そこに
一件一件対応されているということで、まとめると
こういう説明になりますけれども、ご覧いただいて
分かるように、子ども自身が直面する自立の壁とい
うのは多岐にわたっていて、でもそれが住むところ
のことにしても、仕事のことにしても、次の自立に
つながる大変重要なところに大きな壁があって、そ
れは事業を立ち上げたからといって、すぐに何か使

えるような資源があるわけでもなく、それをてこに
社会全体のお金の使い方の問題にまで発展させない
と形になっていかないということで、その声を発信
する役割を小林さん中心にやっていらっしゃるとい
うお話を伺えたと思います。どうも御紹介ありがと
うございました。

実際に、今やっていらっしゃる事業というのは、
国のほうで制度化されているわけではなくて、県や
市で事業化されて、国のお金も若干入っている部分
もあるでしょうけれども、こうしたものが当然に社
会的養護にセットでできるようになればいいという
こと。それは先ほどの里親支援のフォスタリング機
関の制度化と並行して、どちらも今までの児童相談
所業務の中でなかなか手が回らなかったけれども、
今非常に重要性が認識されている部分を、それぞれ
制度化して、全国どこでもそういうサービスを子ど
もたちが受けられるように、あるいは里親さんもそ
ういう支援が受けられるようにというようなこと
が、この分科会で言っていきたいことです。この後
の全体会で、そのような話が第３分科会では出まし
たと、私のほうでも報告をしたいと思います。私の
ほうではそのように、今日のお話を聞かせていただ
きましたが、最後にこれだけは伝えておきたいとい
うことを、一言ずつ順にお話を伺ってまとめとさせ
ていただきたいと思います。

地主さん、ずっと聞いていただいて、思うところ
があれば、まず地主さんから一言ずつ発言していた
だけますでしょうか。

地主氏　オギャーと生まれてから、人間は自立する
まで生きるということですけれども、我々乳児院の
役目としては、まず自立の土台となるかわいがって
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もらうというところ、仙台では「めんこがる」と言
いますけれども、かわいがってもらうというところ
を施設としては重きを置いて、悲しいかな家庭から
離されてしまった子どもたちを十分かわいがるよう
な働き掛けをしたいと思います。

あと乳児院としても、里親支援機関ということで
認可を受けていますので、うちから委託をされたお
子さんの里親さんの相談もできるところは対応した
いし、一緒に考えていきたいと思っています。今日
は本当にありがとうございました。

村上氏　里親の立場から、里親の心身の健康が結局
は子どもたちの幸せにつながると思いますので、ぜ
ひレスパイトの完備をお願いいたします。ありがと
うございました。

卜蔵氏　里親を始める方は、皆さん善意で始める方
が多いのですが、例えば不調で里親を失敗したりす
ると、何となくそれによって、その人の人生そのも
のが非常にネガティブな感じになってしまいます。
そうではなくて、本当に里親自身も里親をやってよ
かったなと言えて初めて子どもも幸せになるのでは
ないかと思うのですね。ですから、やはりセンター
の役割としては、子どもが幸せになるのはもちろん
ですが、里親自身も、里親をやって本当によかった
と言えるような、そうした里親生活を送れるように、
しっかり支援を行っていきたいと思っています。

小林氏　施設とか里親さんのところで育ってきた子
どもは、なかなか自分の意見を言えないというよう
なことを先ほどお話ししました。大人がみんな決め
てきた。だから、大人に対しては不信感もすごく持
っているし、恨みもあるみたいな子がとても多いか
なと思います。なので、子どもの話をとにかくまず
聞いて、子どもにも選択するということをさせてい
ただければよいと思います。それが子どもの力を付
けることではないかと思っています。以上です。

花島氏　長い時間にわたって、皆さんにもご清聴い
ただきましてありがとうございました。私も少しお
時間を頂戴したいと思います。

弁護士がどうしてコーディネーターをしている
のかと思われる方もいらっしゃるかもしれません。

児童福祉の現場に弁護士が関わるということにつ
いては、今でこそ、児童相談所に弁護士を配置する
というようなことになってきましたけれども、私が
児童福祉に関わるようになった 20 年前は、法律家
として大変アウェー感があり、このようなところで
コーディネーターをする日が来ようなんていうこ
とは思ってもいませんでしたが、弁護士として、家
族の問題、少年非行の問題、DV の問題、そうした
家族病理に関わる中で、当然のように児童福祉の分
野に突き当たりました。僕ら法律家というのは、過
去にこういうことがあったと、例えば人に害を与え
たとか、それを法律で懲らしめるとか、過去の評価
が法律家の主なジャンルでした。でも、児童福祉に
関わっている方は御存じのとおり、未来をどう作っ
ていくか、ケースワークの考え方でどう取り組むか
というところの視点がないとならないということ。
弁護士の活動では事件というのは一瞬しか関われ
ないのです。裁判に出して、判決が出ると終わりな
わけで、それ以上は弁護士と付き合いたいという方
は余りいませんので、「またどうぞ。また何かあっ
たらどうぞ」と言いたいですが、言うと失礼になる
ので、言わずに「何もないことがいいことですよね」
と言って送り出すわけですが、そうではなくて、や
はりどういうことがあって、今があって、これから
未来をどうやって生きていくのかという、トータル
で見ることというのは、私の弁護士としての関わり
方をすごく大きく変えてくれたのが、この児童福祉
の分野でした。

その中で児童相談所と関わりができ、児童養護施
設などとも関わりができ、たまたま村上さんとも後
見人として同じお子さんに関わることになりという
ようなことで、卜蔵さんにもよそでもたくさんお世
話になっていますし、小林さんとも一緒にアフター
ケアの事業をやっていると、そういうネットワーク、
言い古された言葉ですが、ネットワークに私も混ぜ
てもらって、それで子どもたちと一緒に生きていく
というのを実践できるフィールドという意味では、
大変やりがいを感じています。そういう顔の見える
付き合いの中で、お互いの痛みなど、顔が見えるつ
き合いで愚痴が言えるって大事ですよね。一人で抱
え込まないでとはよく言われますけれども、そうい
う方たちと一緒に、今日は分科会が持てたことは、
私としても大変ありがたい思いでいっぱいです。た
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くさんの方に、今日お越しいただきましたけれども、
大変感謝申し上げます。

これで今日の分科会は締めたいと思います。御静
聴ありがとうございました。




